
 

 

令和４年度いばらき生産性向上人材育成スクール実施要項 

 

１ 目的 

公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構（以下「機構」という。）は、県内

中小企業の生産性を向上させるため、生産管理などの体系的な知識と現場改善を指導する

方法を総合的に学習するいばらき生産性向上人材育成スクール（以下「スクール」とい

う。）を開設し、中小企業の生産現場の改善を担う中核人材の育成を推進する。 

 

２ 開講期間 

令和４年７月１３日（水）～９月２２日（木） 

計２０日間（講義１０日間、現場実習１０日間） 

 

３ 定員 

１６名（最少催行人数１２名） ※１社２名まで 

 

４ カリキュラム等 

スクールのカリキュラム等は、別紙のとおりとする。ただし、講師の都合等により、こ

れを変更する場合がある。 

 

５ 受講対象者 

  茨城県内に本社又は事業所を有する企業の経営者及び責任者・リーダー又は候補者 

※業種は問わない 

   現場改善を行う能力を有する人材の候補者であれば、間接部門の方も対象 

 

６ 受講料 

２５万円（消費税込） ※２人目は２０万円（消費税込） 

 

７ 受講申込 

  申込書を機構へ提出することとする。 

 

８ 修了の認定 

（１）開講日数２０日間の８割（１６日）以上をもって修了を認定する。 

（２）修了者には、スクール修了証書を交付する。 

 

９ その他 

この要項に定めのないことは、機構理事長が定める。 

 

付 則 
この要項は、令和４年３月１６日から施行する。 


